
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年4月 

龍ケ崎市役所 

まちの魅力創造課 

 

 

 

龍ケ崎市空家バンク制度の手引き 
 
 この制度は、市内における空家及び空地の有効活用を通して、空家等の管

理不全を予防し、良好な住環境を維持するとともに、定住促進による地域活

性化を図るために実施する制度です。 

龍ケ崎に住みたい。 

買いたいな。 

借りたいな。 

空家どうしよう。 

売りたいな。 

貸したいな。 
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（※ 空家及び空地） 

 空家等は個人または法人の財産です。 

 そのため、本来、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければなりません。 

（空家等対策の推進に関する特別措置法第３条） 

 万が一、空家等の倒壊や屋根・外壁等の落下により、道路通行者や隣家な

どに被害が生じた場合は、 

 所有者や管理者の責任となり、賠償責任を問われるおそれがあります。 

 

   問題が発生する前に、 

    ○老朽化した空家の解体を検討する 

    ○破損している屋根や外壁等の建材の飛散防止対策 

    ○敷地内の除草・立木等の剪定 

    ○動物や不審者の侵入防止対策 

    ○ごみの撤去等の不法投棄対策 

   空家等の適切な管理をお願いします。 

 

 

 

ハクビシン 

 

 

 

 

シロアリ 

 

 

 

 

第１章 空家等※の所有者等の責務 

（空家等の所有者・管理者のみなさんへ） 
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 １ 空家バンク制度とは                   

市内に空家・空地を所有している方の「売りたい」「貸したい」といった意向と、中古住

宅・土地を探している方の「買いたい」「借りたい」といった意向を組み合わせることで、

既存住宅の流通を促進し、空家等の管理不全予防につなげるとともに、移住・定住を促

進する制度です。 

市が実際に売買等を媒介するのではなく、協定を結ぶ（公社）茨城県宅地建物取引業

協会へ依頼し、推薦された不動産業者が媒介に当たります。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  空家バンク制度概要 
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 ２ 登録対象となる空家等（登録物件） 

（１）次の条件のいずれにも
．．．．．

該当する「空家」である必要があります。 

ア 居住を目的として建築され、個人が所有している市内の建物及びその敷地 

イ 現に居住していないまたは、近く居住しなくなる予定の建物及びその敷地 

ウ 集合住宅及び賃貸を目的として建築された建物でないこと 

エ 既に不動産業者に登録された建物でないこと 

 

    ※ 現地調査等の結果、登録をお断りすることがあります。 

（２）次の条件のいずれにも
．．．．．

該当する「空地」である必要があります。 

      ア 居住を目的とした建物を建築することができる土地で個人が所有している市 

内の土地 

イ 現に使用していないまたは近く使用しなくなる予定の土地 

ウ 分譲を目的とする土地でないこと 

エ 既に不動産業者に登録された土地でないこと 

 

※ 現地調査等の結果、登録をお断りすることがあります。 

 

 ３ 所有物件を売りたい方・貸したい方（登録者）  

（１）登録対象となる空家等の所有者または、売却もしくは賃貸を行うことができる権 

利を有する方 

（２）暴力団やその関係者でない方 

（３）その他市長が適当であると認めた方 

 

 ４ 登録物件を買いたい方・借りたい方（交渉申込者） 

（１）空家等に居住し、または定期的に滞在して、地域住民と協調して生活しようとす

る方 

（２）暴力団やその関係者でない方 

（３）その他市長が適当であると認めた方 
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 空家バンク制度の流れをそれぞれ図で表しますので、ご検討されている方は、まず 

まちの魅力創造課までご相談ください。 

 

 １ 物件登録の流れ 

 

※１ ①～④が物件を登録（売却、賃貸）しようとする方の対応となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  空家バンク制度の流れ 

①  市へ事前相談・確認 

④  媒介業者と売却・賃貸に向けた打ち合わせ 

③  ３者立会いの実施 

②  市へ空家バンク制度への物件登録申請 

市が申請書類を確認・現地調査 

 

市が（公社）宅建協会へ媒介業者の推薦依頼 

市が空家バンク制度へ登録 

市が（公社）宅建協会の推薦を受け媒介業者決定の通知 
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① 事前相談・確認（申請者⇒まちの魅力創造課）  

     空家バンク制度の登録を受けようとする空家等の所有者または相続人となってい 

る方は、「空家バンク制度空家等登録申込書」を提出する前に、まずはまちの魅力創造 

課へお問い合わせください。 

      主に以下の項目について事前に確認します。 

（１） 空家等物件の所在地 

（２） 空家等物件の状態  

（３） 媒介業者の指定    など 

 

 

 ② 空家バンク制度への登録申請 

空家バンク制度への登録を受けようとする方は次の書類を用意してください。 

（１） 龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録申込書 

         【ｐ．１０ 様式第１号】 

（２） 龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カード 

      （空家バンク制度への登録を行う物件によって様式が異なります。） 

       空家 【ｐ．１１-１２ 様式第２号】 

       空地 【ｐ．１３-１４ 様式第３号】 

（３） 同意書 

        【ｐ．１５ 様式第４号】 

（４） 申立書 

      【ｐ．１６ 様式第５号】 

      （５） 身分を証明するものの写し 

         運転免許証や保険証の写しなど 

（６） その他市長が必要と認める書類 

 

       ※市では、申請書類を元に現地調査等を行います。 

 

 

 ③ ３者立会いの実施 

市から媒介業者決定通知を受けた後で、媒介業者と市との物件調査・確認に立会い

をお願いします。 

※ 物件が空家での申請の場合は、空家の鍵をお持ちください。 
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 ④ 媒介業者と売却・賃貸に向けた打ち合わせ  

３者立会いが完了しましたら、媒介業者との売却・賃貸に向けた打ち合わせを行って

ください。プロである媒介業者が金額や条件等の相談に応じてくれます。 

 

 

◆ 空家バンク制度物件登録 

     空家バンク制度登録中に下記の事案が生じた際には、速やかに市の担当者へ相 

談してください。事案によって手続きが異なります。 

 

（１） 登録事項に変更が生じた場合 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録変更届出書 

【ｐ．１９ 様式第８号】を提出してください。 

（２） 登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合 

            登録期間満了日までに、龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録期間延長申出 

【ｐ．２１ 様式第１０号】を提出してください。 

（３） 登録を取り消す場合 

              龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録取消届出書 

【ｐ．２３ 様式第１２号】を提出してください。 
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 ２ 交渉申込の流れ 

 

※１ ①～③が物件を交渉（購入、賃借）しようとする方の対応となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市が公開する空家バンク登録物件の確認 

      市がホームページ等で空家バンク登録物件を公開しています。物件を閲覧して頂き、

希望に沿う物件があるか確認してください。 

 

   ※ 空家等の所有者情報に関しては、交渉申込をした人以外には、お伝えできません。 

 

② 事前相談・確認（申請者 ⇒ まちの魅力創造課）  

空家バンク制度登録物件に交渉申込をしようとする方は、「龍ケ崎市空家バンク制度

物件交渉申込書」を提出する前に、まずはまちの魅力創造課へお問い合わせください。 

    主に以下の項目について事前に確認します。 

（１） 希望物件№ 

（２） 希望物件の現在の取引状況    など 

 

 

 

①  市が公開する空家バンク登録物件の確認 

 

 

②  市へ事前相談・確認 

③  市へ希望物件の交渉申込 

市が媒介業者へ交渉申込の通知 
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 ③ 空家バンク制度への交渉申込 

空家バンク制度登録物件に交渉申込をしようとする方は次の書類を用意してくださ

い。 

（１） 龍ケ崎市空家バンク制度物件交渉申込書 

         【ｐ．２５ 様式第１４号】 

（２） 誓約書  

     【ｐ．２６ 様式第１５号】 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

 ◆ 問合せ窓口 

 

   茨城県龍ケ崎市３７１０番地 

   龍ケ崎市役所３階 

   総合政策部 まちの魅力創造課 空家対策室 

   連絡先 TEL ０２９７－６４－１１１１（内線４９２） 

         FAX ０２９７－６０－１５８3 

         Eメールアドレスmiryoku@city.ryugasaki.lg.jp 
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 １ 物件登録の様式 

≪ 申請者が作成する ≫ 

様式第１号（第５条関係） 

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録申込書 
 

   令和 〇年 〇月 〇日 
 

龍ケ崎市長 様 

 

郵便番号 〇〇〇－〇〇〇〇        

住  所 龍ケ崎市〇〇一丁目２番地    

氏  名 龍ケ崎 一郎          
（署名又は記名押印）                                                
電話番号 ０２９７－００－５５５５    

 

 空家バンク制度に空家等を登録したいので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱第５条第

１項の規定に基づき、関係書類を添えて申し込みます。 

 

１ 区分  ■ 空家  ／  □ 空地   

 

２ 登録する空家等（龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カードを添付） 

物件所在地 ： 龍ケ崎市〇〇二丁目３番地                        

３ 媒介業者の選択 

 市と空家バンク制度の運営について協定を締結する次の公益社団法人茨城県宅地建物

取引業協会（以下「宅建協会」という。）に依頼します。 

※ いずれかにチェック☑ 

  □ 次の宅建協会会員 

    業者名 ：                                      

  ■ 宅建協会が推薦する会員 

 

４ 添付書類 

 (1) 龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カード（空家用）（様式第２号）又は龍ケ崎市

空家バンク制度空家等登録カード（空地用）（様式第３号） 

 (2) 同意書（様式第４号） 

 (3) 申立書（様式第５号） 

 (4) 身分を証明するものの写し 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

本人確認 □免  □パ  □マイカ  □保  □他（    ） コピー・提示 

第４章  申請書類様式（記入例） 
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

内容が細かいので、わかる範囲で記入をお願いします。 
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≪ 申請者が作成する ≫ 
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

内容が細かいので、わかる範囲で記入をお願いします。 
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≪ 申請者が作成する ≫ 
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第４号（第５条関係） 

 

同 意 書 
 

私は、空家バンク制度に空家等の登録を申し込むに当たり、下記の内容に同意します。 
 

記 
 

１ 市は、空家等に係る交渉、売買又は賃貸借の契約等の媒介行為は行わないため、交渉、契約

等に関する一切のトラブルについては、当事者間で誠意を持って解決すること。 

 

２ 龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カードの記載内容について、市が固定資産税課税台帳

等により確認すること。 

 

３ 交渉、契約等の一切について、龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録申込書で選択した媒介

業者へ市が公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会（以下「宅建協会」という。）に依頼する

こと。 

 

４ 空家バンク制度に登録した空家等の情報（以下「空家等情報」という。）の全てを市が宅建協会

及び媒介業者に提供すること。 

 

５ 登録をした空家等の詳細調査（立入調査、写真撮影等の空家等の確認に必要な調査）を 

市及び媒介業者が実施すること。また、媒介業者が実施した調査結果を市に提供すること。 

 

６ 空家等情報（所有者に関する情報を除く。）及び市又は媒介業者が撮影した空家等の写真を

広く一般に公開すること。 

 

７ 媒介業者が交渉、契約等を進める際、相手方に空家等情報を提供すること。 

 

８ 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第４６条第１項の規定に基づく額の報酬を媒介

業者に支払うこと。 

 

９ 登録申込み以降は、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱の規定により手続等を行うこと。 

 

１０ 登録をする空家等について、所有者等の責任において除草、剪定等の維持管理を適宜

行うこと。 
 

令和 〇年  〇月  〇日 

 

住所      茨城県龍ケ崎市〇〇一丁目２番地  

氏名（署名）   龍ケ崎 一郎         
）                                                     

 

龍ケ崎市長 様 
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第５号（第５条関係） 

 

  令和 〇年 〇月 〇日  

 

龍ケ崎市長 様 
 

申 立 書 
 

 

私は、空家バンク制度において空家等の登録を申し込むに当たり、申込者が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号の暴力団員でないことを

申立てます。なお、この申立てに虚偽の内容があった場合、空家等の登録を取り消されても異議

を申し立てません。 

 

 

 

 

 

申立者  氏名（署名）       龍ケ崎 一郎                 
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≪ 市が作成する ≫ 

 

様式第６号（第５条関係） 

 

龍   第     号  

年  月  日  

 

  龍ケ崎 一郎  様 

 

龍ケ崎市長         印   
 

龍ケ崎市空家バンク制度媒介業者決定通知書 
 

     年  月  日付けで申込みのあった空家バンク制度への空家等の登録について、下記

のとおり媒介業者が決定したので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱第５条第３項の規定により

通知します。 

 

記 

 

１ 免 許 番 号 ： あああああああああああああああああああああああああああ        あああ 

２ 商号又は名称 ： あああああああああああああああああ     あああああああああああああ                         

３ 代 表 者 名 ：  ああああああああああああああああああああああ     ああああああ あ                        

４ 事務所所在地 ：ああああああああああああああああああああああああ     あああああ   あ                           

５ 電 話 番 号 ： ああああああああああああああああああああああああ    ああ  あああ あ                        

６ その他特記事項 ： あああああああああああああああああああああああああああ     ああ あ                         
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≪ 市が作成する ≫ 

 

様式第７号（第５条関係） 

 

龍   第     号  

年  月  日  

 

   龍ケ崎 一郎 様 

 

 

龍ケ崎市長           印   
 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録通知書 
 

     年  月  日付けで申込みのあった空家バンク制度への空家等の登録につい

て、下記のとおり登録したので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱第５条第３項の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１ 空家等登録番号 ：             Ｎｏ．あ あ ああああああああああああ  

 

２ 登 録 内 容 ：   別添   龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カードのとおり 

 

３ 登 録 日 ：          年   月   日ああ  あ あああ  あ 

 

４ 有 効 期 限 ：          年   月   日 aaaaa a  aaaaaaa 

 

（注） 

(1) 登録内容に変更等が生じた場合は、速やかに登録変更手続を行ってください。 

(2) 登録した空家等の除草等については、適宜行ってください。 
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第８号（第６条関係） 

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録変更届出書 
 

   令和 〇年  〇月  〇日  

 

龍ケ崎市長 様 

 

  郵便番号 〇〇〇－〇〇〇〇                

住   所 龍ケ崎市〇〇一丁目２番地   

氏    名 龍ケ崎 一郎              
（署名又は記名押印）                                                                                            

電話番号  ０２９７－００－５５５５   

 

空家バンク制度に登録している空家等の登録内容を次のとおり変更したいので、龍ケ崎市空家

バンク制度実施要綱第６条第１項の規定により届け出ます。 

 

 

１ 空家等登録番号 ：          ■ 空家    □ 空地      Ｎｏ．あああ〇ああああ あ 

 

２ 変 更 内 容 ： 添付書類のとおり   あ          ああああ〇〇〇〇〇あああああ 
 

３ 添 付 書 類 ： 変更箇所を記載した     「龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カード」  

 

（注） 添付する「龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カード」には、全て記入し、変更箇所は、朱

書きしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人確認 □免  □パ  □マイカ  □保  □他（    ） コピー・提示 
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≪ 市が作成する ≫ 

 

様式第９号（第６条関係） 

 

龍   第      号  

年  月  日  

 

   龍ケ崎 一郎  様 

 

龍ケ崎市長         印   

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録変更通知書 
 

     年  月  日付けで届出のあった空家バンク制度に係る空家等の登録内容の変更につ

いて、下記のとおり登録内容を変更したので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱第６条第２項の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 空家等登録番号 ：              Ｎｏ．                             

 

２ 変 更 完 了 日 ：              年   月   日                      

 

３ 変更後の登録内容 ： 別添  「龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録カード」のとおり      
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第１０号（第７条関係） 

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録期間延長申出書 
 

   令和 〇年  〇月  〇日 

 

龍ケ崎市長 様 

 

郵便番号 〇〇〇－〇〇〇〇          

住   所 龍ケ崎市〇〇一丁目２番地    

氏   名 龍ケ崎 一郎            
（署名又は記名押印）                                            

電話番号 ０２９７－００－５５５５    

 

空家バンク制度に登録している空家等の登録期間を２年間延長したいので、龍ケ崎市空家バ

ンク制度実施要綱第７条第１項の規定により申し出ます。 

 

 

 空家等登録番号 ： ■ 空家  □ 空地  Ｎｏ．     〇あああああ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人確認 □免  □パ  □マイカ  □保  □他（    ） コピー・提示 
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≪ 市が作成する ≫ 

 

様式第１１号（第７条関係） 

 

龍   第     号  

年  月  日  

 

   龍ケ崎 一郎   様 

 

龍ケ崎市長          印   

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録期間延長通知書 
 

     年  月  日付けで申出のあった空家バンク制度に係る空家等の登録期間の延長につ

いて、下記のとおり登録期間を延長したので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱第７条第３項の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 空家等登録番号 ：                         Ｎｏ．あああああああ                               ああああ   

 

２ 有 効 期 限 ：              年      月     日あああああ              
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第１２号（第８条関係） 

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録取消届出書 
 

   令和 〇年  〇月  〇日 

 

龍ケ崎市長      様 

 

郵便番号 〇〇〇－〇〇〇〇          

住   所 龍ケ崎市〇〇一丁目２番地    

氏   名 龍ケ崎 一郎            
（署名又は記名押印）                                            

電話番号 ０２９７－００－５５５５    

 

空家バンク制度に係る空家等の登録を取り消したいので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱

第８条第１項第１号の規定により届け出ます。 

 

 

 空家等登録番号 ：     ■空家      □ 空地      Ｎｏ．    〇ああ     ああ あ 

 

 取 消 理 由 ：               〇〇〇〇あああああ              ああああ 

 

 

（注） この届出を受け付けた日が登録の取消日となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人確認 □免  □パ  □マイカ  □保  □他（    ） コピー・提示 
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≪ 市が作成する ≫ 

 

様式第１３号（第８条関係） 

 

龍   第     号  

年  月  日  

 

   龍ケ崎 一郎   様 

 

龍ケ崎市長          印  

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等登録取消通知書 
 

     年  月  日付けで届出のあった空家バンク制度に係る空家等の登録の取消しについ

て、下記のとおり登録を取り消したので、龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱第８条第２項の規定

により通知します。 

 

記 

 

１ 空家等登録番号 ：                  Ｎｏ．ああ     あああああああああああ  ああ 
 

２ 登 録 取 消 日 ：              年       月       日ああああああ ああああ 

 

３ 取 消 理 由 ：                                         あああ あ 
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 ２ 交渉申込の様式 

 
≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第１４号（第１０条関係） 

 

龍ケ崎市空家バンク制度物件交渉申込書 
 

   令和 〇年  〇月  〇日 

 

龍ケ崎市長 様 

 

郵便番号    〇〇〇－〇〇〇〇           

申込者 住   所  龍ケ崎市〇〇一丁目２番地      

氏 名  龍ケ崎 一郎             
（署名又は記名押印）                                                

電話番号  ０２９７－００－５５５５     

ＦＡＸ番号   ０２９７－００－７７７７      

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ   〇〇〇〇＠〇〇．〇〇        

 

龍ケ崎市空家バンク制度実施要綱に定める趣旨を理解し、空家バンク制度の物件の交渉に係

る個人情報について、市が媒介を依頼する公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会へ提供す

ることに同意し、誓約書を添えて、龍ケ崎市空家バンク制度の物件の交渉を申し込みます。 

 

空家等登録番号 
■ 空家 Ｎｏ．  〇 

□ 空地 Ｎｏ． 

購入又は賃借の別

及び希望価格 

■ 購入  希望価格（    〇〇〇〇 円 ） 

□ 賃借  希望価格（        円／月 ） 

希望条件等 

（御自由にお書  

きください。） 

 〇〇〇〇〇。 

 

 

 

本人確認 □免  □パ  □マイカ  □保  □他（    ） コピー・提示 
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≪ 申請者が作成する ≫ 

 

様式第１５号（第１０条関係） 

 

誓  約  書 
 

私は、空家バンク制度の物件の交渉を申し込むに当たり、下記の事項について誓約します。 

 

記 

 

１ 空家バンク制度の利用を通じて得られた情報について、私自身が利用目的に従って利用し、

決して他の目的には利用しないこと。 

 

２ 空家等に係る交渉、売買又は賃貸借の契約等の問題に関しては、空家等登録者、交渉申込

者及び媒介業者の間で解決すること。 

 

３ 私は、空家バンク制度において空家等の物件の交渉を申し込むに当たり、申込者が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号の暴力団員でな

いこと、及びその内容に疑義があった場合、空家等に係る売買又は賃貸借の交渉を打ち切ら

れても異議を申し立てないこと。 

 

令和 〇年  〇月  〇日 

 

 

申込者 住所    龍ケ崎市〇〇一丁目２番地  

 

氏名（署名）    龍ケ崎 一郎       

                                                                                                              

 

龍ケ崎市長 様 
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≪ 市が作成する ≫ 

 

様式第１６号（第１０条関係） 

 

龍   第     号  

 

年  月  日  

 

   龍ケ崎 一郎   様 

 

龍ケ崎市長          印   

 

龍ケ崎市空家バンク制度空家等交渉申込通知書 
 

 空家等登録番号第  号の空家等について、下記の者から交渉の申込みがあったので、龍ケ崎

市空家バンク制度実施要綱第１０条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

氏  名 
ふりがな 

  

住  所 
〒     － 

 

電話番号   

ＦＡＸ番号   

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ   

購入又は賃借の別

及び希望価格 

□ 購入 希望価格（            円  ） 

□ 賃借 希望価格（          円／月 ） 

 

希望条件等 

 

  

 

 

 

 

 

 


